
令和３年度介護保険制度改正について
　１ 主な事項について

対象サービス 項目
経過
措置

全サービス
１．① 感染症対策の
強化

有

全サービス
１．② 業務継続に向
けた取組の強化

有

・通所系サービス
・短期入所系サービス
・地域密着型特定施設入
居者生活介護
・施設系サービス

１．③ 災害への地域
と連携した対応の強化

無

全サービス
２．（１）④ 認知症
介護基礎研修の受講の
義務づけ

有

全サービス
４．（１）⑦ ハラス
メント対策の強化

無

全サービス
４．（２）④ 会議や
多職種連携における
ICTの活用

無

全サービス
４．（３）③ 記録の
保存等に係る見直し

無

全サービス
６．② 高齢者虐待防
止の推進

有
全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生
又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義
務づける。その際、３年の経過措置期間を設けることとする。

概要

説明事項１

〇制度改正により、各事業所様で実施していただく新たな取組みや、従来の取扱いに変更が生じています。
　 内容を今一度ご確認の上、ご対応をお願いいたします。
※経過措置の期間は、令和６年３月末までです。

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策（計画策定、
関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等）が求められる介護サービス事業者を対象に、
小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう
連携に努めなければならないこととする。

〇認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観
点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介
護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を
受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。
　その際、３年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても１年の猶
予期間を設けることとする。

〇介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者
に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラス
メント対策を求めることとする。
　(省令基準）
「指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる
性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに
より訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ
なければならない。」

〇運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等（利用者の居宅を訪問しての実施
が求められるものを除く）について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、以下の見直しを行
う。
・利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業
者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
・利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ
電話等を活用しての実施を認める。

○ 介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、介護
サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、適切な個人情報の取り扱いを求めた上
で、電磁的な対応を原則認めることとし、その範囲を明確化する。
○ 記録の保存期間について、他の制度の取り扱いも参考としつつ、明確化を図る。

○ 介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以
下の取組を義務づける。その際、３年の経過措置期間を設けることとする。
・施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練（シ
ミュレーション）の実施
・その他のサービス（訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービ
ス、福祉用具貸与、居宅介護支援、居住系サービス）について、委員会の開催、指針の整備、研修
の実施、訓練（シミュレーション）の実施等

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築す
る観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、
訓練（シミュレーション）の実施等を義務づける。その際、３年間の経過措置期間を設けることと
する。











 

 

２ 運営規程の記載方法及び運営規程変更の特例について              

令和３年４月の介護報酬改定・運営基準解釈通知改正に伴い、運営規程の記載方法

について以下のように取り扱います。 

 

（１）制度改正の内容 

各介護保険サービスにおいて、以下のとおり改正されました。  

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、

規程を定めるに当たっては、(略）置くべきとされている員数を満たす範囲において、

「○人以上」と記載することも差し支えない。（(略)重要事項を記した文書に記載す

る場合についても、同様とする。） 

 

（２）運営規程における各職種の員数の記載方法・運営規程変更届出の頻度 

制度改正に伴い、以下のとおりの取扱い（愛知県と同様）とします。 

項目 改正前 改正後（令和３年４月以降） 

運営規定の 

記載方法 

・「○人」と正確な人数で記

載する 

・常勤、非常勤、専従、兼務

の別を記載する。 

 

・人員基準を満たす範囲で「○人以上」

と記載して差し支えない。 

※従前のとおり「○人」と記載しても

良い。 

・常勤、非常勤、専従、兼務の別は、

記載を要しない。 

・人員基準が人数で定められている場

合は員数を、常勤換算数で定められて

いる場合は常勤換算数を記載する。 

届け出の 

特例 

・年に 1 回、6 月 1 日現在の

状況を、同月末までに届出る

ことで足りるという取扱い

（以下、「6月特例」という。） 

 

・6月特例については、変更なし 

※「○人以上」と記載した場合は、毎

年 6月 1日現在で「○人未満」になら

なければ、6 月特例を用いて変更届を

提出する必要はない。 

 

【人員の記載例】 

 ＜従来＞ 

サービス提供責任者･･･常勤 2人 訪問介護員･･･常勤：3人、非常勤 2人 

 ＜令和 3年度以降＞ 

A:サービス提供責任者 1人以上、訪問介護員 2．5以上（常勤換算） 

B:サービス提供責任者 2人以上、訪問介護員 4以上（常勤換算） 

C:サービス提供責任者 常勤 2 人、訪問介護員 常勤：3 人、非常勤 2 人 （従来ど

おり） 

Aから Cのいずれの記載方法でも可とする。 



 

 

（３）備考 

１、２の取扱いにより、介護職員等の員数の変更が生じない場合が増え、各施設・

事業所では、運営規程の変更届の提出機会が少なくなります。人員基準を満たさずに

報酬を請求した場合、不正請求となり、取消等の処分の対象となりえます。そのため、

各事業所・施設においては、より一層、人員基準をはじめとする各種基準の理解を深

め、人員基準適合について自主点検を行い、従業者の員数を適切に管理してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


